
○信州大学先鋭領域融合研究群航空宇宙システム研究拠点規程

(平成31年3月22日信州大学規程第301号)
改正 令和元年6月17日令和元年度規程第25号

(趣旨)

第1条　この規程は，信州大学先鋭領域融合研究群規則(平成25年信州大学規則第1

号)第4条第3項の規定に基づき，信州大学先鋭領域融合研究群航空宇宙システム

研究拠点(以下「航空宇宙システム研究拠点」という。)の組織及び運営に関し必

要な事項を定める。

(目的)

第2条　航空宇宙システム研究拠点は，航空宇宙産業のニーズを指向したプロジェ

クトベースの研究開発を推進することを主眼とし，航空宇宙分野との関わりを通

して地域産業の活性化，地方創生に貢献すること及び研究開発の成果を社会実装

する若手人材の育成を目的とする。

(業務)

第3条　航空宇宙システム研究拠点は，前条の目的を達成するため，研究の実施，

外部資金の獲得，研究成果の発信，研究の教育への反映等の業務を行う。

(組織)

第4条　航空宇宙システム研究拠点に，次の各号に掲げる職員を置く。

(1)　航空宇宙システム研究拠点長(以下「拠点長」という。)

(2)　航空宇宙システム研究拠点副拠点長(以下「副拠点長」という。)

(3)　教員

(4)　研究員

(5)　その他拠点長が必要と認めた者

(部門)

第5条　航空宇宙システム研究拠点に，部門を置くことができる。

2　部門の運営に関し必要な事項は，別に定める。

(教員会議)

第6条　航空宇宙システム研究拠点に，同研究拠点の管理，運営等に関する事項を

審議するため，信州大学先鋭領域融合群航空宇宙システム研究拠点教員会議(以

下「航空宇宙システム研究拠点教員会議」という。)を置く。

2　航空宇宙システム研究拠点教員会議に関し必要な事項は，別に定める。

(拠点長)

第7条　拠点長は，先鋭領域融合研究群長の推薦に基づき学長が指名する者をもっ

て充てる。

2　拠点長は，航空宇宙システム研究拠点の業務を掌理し，所属職員を監督する。

3　拠点長の任期は，原則として3年とし，再任を妨げない。

(副拠点長)

第8条　副拠点長は，航空宇宙システム研究拠点において研究に従事する者のうち

から，拠点長の推薦に基づき，学長が任命する。

2　副拠点長は，拠点長を補佐するとともに，拠点長に事故があるときは，その職

務を代行する。

3　副拠点長の任期は，原則として3年とし，再任を妨げない。ただし，副拠点長の

任期の末日は，当該副拠点長を推薦する拠点長の任期の末日を超えることができ

ない。

(部門長)

第9条　各部門に部門長を置くことができる。



2　部門長は，航空宇宙システム研究拠点において研究に従事する者のうちから，

拠点長の推薦に基づき，学長が任命する。

3　部門長は，拠点長の命を受け，部門の業務を統括する。

4　部門長の任期は，原則として1年とし，再任を妨げない。

(副部門長)

第10条　各部門に副部門長を置くことができる。

2　副部門長は，航空宇宙システム研究拠点において研究に従事する者のうちか

ら，拠点長の推薦に基づき，学長が任命する。

3　副部門長は，拠点長の命を受け，部門長を補佐する

4　副部門長の任期は，原則として1年とし，再任を妨げない。

(特別招へい教授)

第11条　航空宇宙システム研究拠点は，著名研究者を海外から特別招へい教授とし

て招へいすることができる。

2　特別招へい教授に関し必要な事項は，別に定める。

(派遣研究者)

第12条　航空宇宙システム研究拠点は，教育研究機関や企業等で活躍する研究者を

派遣研究者として招へいすることができる。

2　派遣研究者に関し必要な事項は，別に定める。

(外部評価委員会)

第13条　航空宇宙システム研究拠点に，研究拠点の活動が社会的な要請や研究の動

向等を反映したものとなっているかを助言及び評価するため，外部の有識者で構

成される評価委員会(以下「外部評価委員会」という。)を置く。

2　外部評価委員会に関し必要な事項は，別に定める。

(事務)

第14条　航空宇宙システム研究拠点の事務は，関係部局の協力を得て，工学部事務

部において処理する。

(雑則)

第15条　この規程に定めるもののほか，航空宇宙システム研究拠点の組織及び運営

に関し必要な事項は，別に定める。

附　則

この規程は，平成31年4月1日から施行する。

附　則(令和元年6月17日令和元年度規程第25号)

この規程は，令和元年6月17日から施行し，平成31年4月1日から適用する。


